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独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する 

勧告の方向性について 

 

今般、当委員会は、貴省所管の独立行政法人（独立行政法人都市再生機

構）の主要な事務及び事業の改廃に関して勧告の方向性を別紙のとおり取

りまとめました。 

今後、貴省におかれては、本年の予算編成過程において、この勧告の方

向性の趣旨が最大限いかされるよう見直しを進めていただき、最終的な見

直し内容を決定した際には、当委員会に通知していただくようお願いいた

します。 

当委員会としては、今後、当該法人の新中期目標・新中期計画の策定等

に向けた貴省、当該法人及び貴省独立行政法人評価委員会の取組を注視し、

必要な場合には、独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号）に基づく

勧告を行うこととしております。引き続き、当委員会の審議に御協力いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 



別紙 

独立行政法人都市再生機構の主要な事務及び事業の改廃に関する 

勧告の方向性 

 

 

独立行政法人都市再生機構（以下「本法人」という。）の主要な事務及び事業については、

独立行政法人として真に担うべきものに特化し、業務運営の効率性、自律性及び質の向上

を図る観点から、国の財政支出の縮減にもつながるよう、以下の方向で見直しを行うもの

とする。 

 

第１ 事務及び事業の見直し 

    本法人は、設置目的に即した政策的な要請に適切に対応した事務及び事業の運営を行

うとともに、事業部門別経営管理をより徹底し、自律的な経営の下で業務の効率化、収

益力の確保を追求することにより、財務体質の強化を図るものとする。これにより、約

2,000 億円の繰越欠損金の解消及び約 14 兆円の負債の圧縮を着実に進めるとともに、

将来のリスクを軽減し、国民負担の回避を目指すものとする。このため、経営改善計画

を見直し、以下の取組を行うものとする。 

 

１ 賃貸住宅事業の見直し 

(1) 賃貸住宅ストックの圧縮 

本法人の抱える約14兆円の負債のうち、約11兆円は賃貸住宅部門における財政

融資資金を中心とした借入金であり、今後の金利上昇リスク等を回避するためには、

賃貸住宅部門に係る資産・負債を圧縮する必要があることから、個々の団地の状況

を踏まえ、需要動向等に応じて賃貸住宅ストックの圧縮に取り組むものとする。 

その具体的な取組方針である「ＵＲ賃貸住宅ストック再生・再編方針」（平成19

年 12月 26日、平成 20年２月 29日更新独立行政法人都市再生機構）については、

更なる経営改善のため、賃貸住宅経営の環境、将来需要等を総合的に考慮した賃貸

住宅ストックの再編・削減目標を設定し、次期中期目標期間中に同方針の内容を見

直すものとする。 

また、同方針に基づく計画全体の進捗状況が明確になるよう、毎年度適切な情報



公開を行うものとする。 

 

(2) サービス付き高齢者向け住宅運営事業者賃貸住宅制度の活用の促進 

本法人は、住生活基本法（平成18年法律第61号）や住宅確保要配慮者に対する

賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19年法律第 112号）を踏まえ、高齢者

や子育て世帯等、民間賃貸住宅による供給が十分でない政策的に配慮が必要な者に

対する住宅セーフティネットとしての役割への重点化を図ることとされている。 

しかしながら、サービス付き高齢者向け住宅運営事業者賃貸住宅制度の活用状況

は、現時点では、公募により事業予定者が決定した案件が１件のみであることから、

今後は、関係機関との連携を図りつつ、民間事業者の意向や収益性等の事業上の課

題を把握し、同制度の活用の促進を図るものとする。 

 

２ ニュータウン整備事業の見直し 

経過措置業務であるニュータウン整備事業については、平成21年度から24年度の

間のニュータウン用地の供給・処分実績は、年度計画目標の６割にとどまっており、

当該業務完了期限である30年度までに業務を完了できないおそれがあることから、民

間事業者や地方公共団体との連携を強化するなどの方策を一層講じた上で、地価動向

等の市場環境の変化に留意しつつ、次期中期目標期間中までの土地の供給・処分完了

に向けた取組を促進するものとする。その際、売却に伴う損失を極力抑制するものと

する。 

なお、完了期限である平成30年度以降も賃貸用地の管理業務は継続するものの、本

法人の資産・負債を圧縮する観点から、当該用地については、地価動向等の市場環境

の変化にも留意しつつ、可能な限り譲渡するよう努めるものとする。また、次期中期

目標において、賃貸用地の管理・処分に関する基本的な考え方を明記するとともに、

それを受け、本法人は次期中期目標期間中に、その具体的な管理・処分方針を定める

ものとする。 

 

３ 都市再生事業の見直し 

   本法人が、「都市再生事業実施基準」（以下「現行基準」という。）の施行（平成 23

年４月 21日）後実施する都市再生事業の事業目的については、「民間都市再生事業の



支援」及び「地方公共団体のまちづくり支援・補完」と明確化されたところである。 

他方、現行基準の施行前に既に事業が実施、あるいは前基準に基づく検証が既に実

施されていることから適用除外とされた事業についても、「独立行政法人都市再生機構

事業評価実施規程」及び「独立行政法人都市再生機構事業評価実施細則」に基づき、

再評価が実施されている。 

これら事業についても、再評価を実施する際には、引き続き現行基準の趣旨を踏ま

え、民間事業者及び地方公共団体との役割分担を徹底した上で、リスク管理や事業中

止の判断等を適切に行うものとする。 

また、事業評価監視委員会による再評価結果については、現行基準への適合状況が

公表されていない。このため、新規採択時評価と同程度の検証内容をホームページに

公表することにより、事業の透明性の確保を一層推進するものとする。 

 

４  特定公園施設の管理業務の見直し 

    経過措置業務である特定公園施設の管理業務については、現行中期計画以上に業務

完了に向けた取組が進捗していることから、平成30年度までの業務完了に向けた取組

を促進し、前倒しして業務を完了するよう努めるものとする。 

 

 ５ 東日本大震災からの復興に係る事業の推進 

   東日本大震災からの復興に係る事業については、地方公共団体等と十分連携し、復

興事業の円滑かつ迅速な推進を図るものとする。その際、復興関連予算については、

適切な執行管理を行うものとする。 

 

６ コスト削減 

  平成24年度に終了した「都市機構事業コスト構造改善プログラム」（平成20年６月

独立行政法人都市再生機構）の更新について検討するとともに、これまでの取組を継

続し、引き続き総合的なコストの縮減を行うものとする。 

特に、賃貸住宅事業については、築年数の経過とともに、経年劣化等による修繕費

用は増加傾向にあることから、仕様の精査や発注方法等を見直すこと等(一部修繕工事

へのリバースオークション方式や発注方法の大括り化の試行実施等)による修繕費支

出の抑制等により、コスト削減を行うものとする。 



 

第２ 業務実施体制の見直し 

 １  技術研究所の在り方の抜本的見直し 

       本法人の技術研究所で実施している調査研究については、技術的に同研究所以外で

実施できないものは限られており、同研究所の規模の縮小が可能である。 

したがって、同研究所については、独立行政法人建築研究所との統合を含めた連携

強化を一層推進するなど、その在り方を抜本的に見直すものとする。 

 

２ 組織体制の見直し 

      経過措置業務の縮小に伴い、当該業務に係る要員、事務所等について削減し、その

組織体制を縮小するものとする。 

 

３ 関係法人の整理・合理化の一層の推進等 

関係法人（注１）において本法人との競争性のない随意契約等により利益剰余金等が蓄

積されることのないよう、入札及び契約手続における透明性の確保や公正な競争の確

保を一層推進するものとする。 

また、「関係会社の整理・合理化方針」（平成24年３月30日）を踏まえ、関係会社

（注２）の株式の売却、株式持合いの解消及び法人の統廃合を行うための取組を更に加速

させるものとする。 

さらに、本法人が出資する関係会社については、経営状況に応じて配当を求めるも

のとする。 

（注１）関係法人とは、特定関連会社、関連会社及び関連公益法人をいう。 

（注２）関係会社とは、特定関連会社及び関連会社をいう。 

 

４ 入札談合等関与行為の防止対策の徹底 

「平成25年度国土交通省所管事業の執行について」（平成25年５月17日付け国会

公第６号国土交通事務次官通達）を踏まえ、入札談合等関与行為を確実に防止する観

点から、本法人の当該行為の防止対策について、引き続き研修を実施する等の取組を

行うとともに、必要に応じ更なるコンプライアンスの推進や入札及び契約手続の見直

し等を実施することにより、当該行為の防止対策の徹底を図るものとする。 



 

第３ 業務全般に関する見直し 

上記第１及び第２に加え、業務全般について以下の取組を行うものとする。 

１ 具体的かつ定量的な目標設定 

   的確な評価を実施するため、次期中期目標においては、達成すべき内容や水準等を

可能な限り具体的かつ定量的に示すとともに、定性的な目標とせざるを得ない場合で

あっても、目標の到達度について第三者が検証可能なものにするものとする。 

 

２ 内部統制の充実・強化 

内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。その際、総務省の「独立

行政法人における内部統制と評価に関する研究会」が平成22年３月に公表した報告書

（「独立行政法人における内部統制と評価について」）、及び総務省政策評価・独立行政

法人評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関する評価の結果等の意見として各

府省独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考にするものとする。 

 

３ 管理部門のスリム化 

次期中期目標期間においては、本法人の効率的な運営を図る観点から、給与計算、

資金出納、旅費計算等の管理業務について、集約化やアウトソーシングの活用などに

より、法人全体として管理部門をスリム化することについて検討するものとする。  

 

４ 決算検査報告指摘事項 

「平成24年度決算検査報告」（平成25年11月７日会計検査院）の指摘も踏まえた

見直しを行うものとする。  

 

５ その他 

上記１から４のほか、既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、

着実に実施するものとする。 
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独立行政法人奄美群島振興開発基金の主要な事務及び事業の 

改廃に関する意見について 

 

当委員会は、独立行政法人通則法（平成11年法律第 103号。以下「通則

法」という。）第 35条等及び「中期目標期間終了時における独立行政法人

の組織・業務全般の見直しについて」（平成 15年８月１日閣議決定）に基

づき、平成 25年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人等について、

勧告の方向性の指摘等を行うこととされております。 

貴省所管の独立行政法人奄美群島振興開発基金については、通則法第 35

条の規定の適用が除外されているところですが、独立行政法人制度におい

ては、第三者機関による事後評価及び定期的な組織・業務の見直しの客観

性を担保することが重要な要素とされていることから、当委員会において、

同基金について「勧告の方向性」に準じた意見を別紙のとおり取りまとめ

ました。 

今後貴省において、当該意見を踏まえて見直しを進めていただき、奄美

群島振興開発特別措置法（昭和 29年法律第 189号）が平成 25年度末に期

限切れになることを踏まえ、26年度以降の奄美群島の振興開発の在り方等

と一体的に同基金の業務の見直しが行われる際は、本意見の趣旨を最大限

いかしていただくようお願いいたします。なお、最終的な見直し内容を決

定した際には、当委員会に通知していただくようお願いいたします。 



当委員会としては、今後、同基金の業務の見直しに向けた貴省、同基金

及び貴省独立行政法人評価委員会の取組を注視させていただくこととして

おります。引き続き、当委員会の審議に御協力いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 



別紙 

独立行政法人奄美群島振興開発基金の主要な事務及び事業の改廃

に関する意見 

 

 

独立行政法人奄美群島振興開発基金（以下「本法人」という。）の主要な事務及び事業に

ついては、独立行政法人として真に担うべきものに特化し、業務運営の効率性、自律性及

び質の向上を図る観点から、国の財政支出の縮減にもつながるよう、以下の方向で見直し

を行うものとする。 

 

第１ 事務及び事業の見直し 

本法人は、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29 年法律第 189 号。以下「奄振法」

という。）に基づき、奄美群島の自立的発展のための産業振興を行っており、その機能

は引き続き必要である。しかしながら、保証業務及び融資業務における引当金の増加の

影響により、多額の繰越欠損金（平成24年度末で約57億円）を有するとともに、リス

ク管理債権比率（平成 24年度末で約 53％）が極めて高い状態にあり、厳しい財務状況

にある。  

このため、今後この機能を安定的かつ効果的に果たしていくために、保証業務及び融

資業務について、以下の取組を行うものとする。 

 

１ 審査の強化、債権管理の徹底等 

  本法人の業績悪化の要因となっている代位弁済及び延滞債権を減らすため、審査内

容の更なる充実・強化を図るものとする。 

具体的には、費用対効果に配慮しつつ、保証に係る一般の金融機関との連携強化、

利用者のモニタリングの強化、債権の期中管理の徹底、利用者に対する適切な助言及

び指導の実施、債権回収の強化など、各業務過程における一層の取組強化を図るもの

とする。 

 

２ 奄美群島の経済情勢を踏まえた融資・保証の限度額等の条件設定 

融資・保証の限度額等の条件設定については、今後、新たに「奄美群島振興開発計



画」が策定された場合には、同計画及び地域の特性を踏まえ、本法人の財務状況への

影響を十分勘案した上で検討するものとする。 

 

３ 出資の見直し 

保証業務については、保証基金を造成するため、毎年度、国、鹿児島県及び奄美群

島内市町村から出資を受けている。 

また、「奄美群島振興開発基金経営改善策」（平成 21 年度公表）において、保証業

務については、単年度の業務収支の黒字化を目指し、その後は、国の出資に依存する

ことなく、収支改善等の経営努力により保証基金を造成することを目標としている。 

このため、次期中期目標等においては、連続して単年度業務収支の黒字化を実現（注

１）し、その後は、国の出資に依存することなく、経営努力により保証基金を造成する

という目標を明確にするものとする。 

なお、その目標が達成されるまでの間は、奄美群島の経済状況、本法人の経営状況

（保証基金の運用益によるリスク補てん、自己収益の増加の状況等）等を勘案し、毎

年度、国からの出資の在り方について見直しを行うものとする。 

（注１）「独立行政法人奄美群島振興開発基金の組織・業務の見直し等にかかる報告書」（平成24年11月12日独立行政法人奄美群島

振興開発基金第三者委員会）における収支試算（案）によれば、平成26年度以降の国等からの出資がないとしても、28年度以降

は、経常利益は黒字になると試算されている。 

 

４ 余裕金の適切な運用 

  本法人は、代位弁済額及び貸付残高の減少に伴い余裕金が生じている。当該余裕金

については、代位弁済の財源は有価証券により、融資の財源は定期預金により運用す

るとの方針としているが、適切な運用益の確保が図られるよう当該方針を改めて見直

した上で、運用するものとし、あわせて、運用体制を構築するものとする。 

 

５ 金融庁検査の導入の検討 

本法人の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、金融庁検査未導入の他の金融

関係法人の動向等を踏まえつつ、導入について、同検査の実効性確保の在り方も含め、

金融庁も交えて検討することとし、速やかに結論を得るものとする。 

 



第２ 財務内容の改善等 

本法人は、大島紬業の衰退や建設業等の不振に伴い収支状況が悪化し、平成 24 年度

末における繰越欠損金は、約 57億円（保証業務約 32億円、融資業務約 25億円）とな

っている。 

この繰越欠損金の可能な限り早期の解消を図るため、本法人における繰越欠損金の発

生要因等の分析を踏まえ、次期中期目標に削減目標を明記するものとする。 

また、本法人は、上記削減目標を踏まえ、具体的な繰越欠損金解消計画を策定すると

ともに、国民への説明責任を果たすため、同計画を公表するものとする。 

 

第３ 業務実施体制の見直し 

１ 人材育成 

奄美群島の自立的発展に向けて、産業振興を図っていくための政策金融の機能を継

続的かつ安定的に実施するには、繰越欠損金解消に向けた取組を含め、適切なリスク

管理手法を支える職員の人材育成を継続的かつ安定的に行っていくことが重要である。 

このため、人材育成の観点から、株式会社日本政策金融公庫等の専門的知見等を吸

収させることなどを目的として、同公庫等との人事交流、同公庫等の研修への参加等

を実施するものとする。 

 

２ 現地事務所 

   本法人は、徳之島と沖永良部島に現地事務所を有しており、それぞれ職員１人、非

常勤職員１人を配置している。 

また、その業務内容は、①保証及び融資の相談・調査、②保証債務及び債権の管理・

回収等であり、そのうち、保証債務及び債権の管理・回収業務がその大宗を占めてい

る。 

このため、①奄振法第 18条においては、業務の一部を金融機関（注２）に委託できる

こととされていること、②本法人が債権回収会社制度の活用を検討していることを踏

まえると、本法人の本部（奄美大島）から両事務所への出張回数及び出張者数を増加

させることなどにより、政策金融業務は可能と考えられることから、両事務所の経常

収益、業務量及び保証・融資実績の本法人全体に占める割合等を検証した上で、今後

の両事務所の在り方について検討するものとする。 



 （注２）徳之島及び沖永良部島には、民間金融機関等が支店等を設置している。 

 

第４ 法人の業務内容の見直し 

  奄振法に基づき設立され、奄美群島の振興開発の一環として行われている本法人の業

務内容については、奄振法が平成25年度末に期限切れになることから、政策実施機能を

更に向上させるため、株式会社日本政策金融公庫等との連携を図るなど、効果的・効率

的な業務の進め方について検討を行うものとする。 

 

第５ 業務全般に関する見直し 

  上記第１から第４に加え、業務全般について以下の取組を行うものとする。 

１ 具体的かつ定量的な目標設定 

 的確な評価を実施するため、次期中期目標においては、達成すべき内容や水準等を

可能な限り具体的かつ定量的に示すとともに、定性的な目標とせざるを得ない場合で

あっても、目標の到達度について第三者が検証可能なものにするものとする。 

 

２ 内部統制の充実・強化 

内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。その際、総務省の「独立

行政法人における内部統制と評価に関する研究会」が平成22年３月に公表した報告書

（「独立行政法人における内部統制と評価について」）、及び総務省政策評価・独立行政

法人評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関する評価の結果等の意見として各

府省独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考にするものとする。 

 

３ 管理部門のスリム化 

次期中期目標期間においては、本法人の効率的な運営を図る観点から、給与計算、

資金出納、旅費計算等の管理業務について、集約化やアウトソーシングの活用などに

より、法人全体として管理部門をスリム化することについて検討するものとする。  

 

４ 決算検査報告指摘事項 

「平成24年度決算検査報告」（平成25年11月７日会計検査院）の指摘も踏まえた

見直しを行うものとする。  



 

５ その他 

上記１から４のほか、既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、

着実に実施するものとする。 




